
従来の健康保険証をお持ちの方へ重要なお知らせ

（注）このお知らせは当組合に加入しているご家族（被扶養者）の方にも必ずお見せください。

・令和７年１２月2日以降、従来の健康保険証は使用できません。
・下記フローチャートを参考にして、必要な対応をお願いします。

マイナンバーカードをお持ちですか？

マイナンバーカードの保険証利用の
申込みは完了していますか？

いいえ

はい

はい

いいえ

対応①（下記参照）

対応①

・引き続きマイナ保険証をご利用ください。

対応②

〇マイナンバーカードをお持ちでない方
・マイナンバーカードの取得及びマイナンバーカードの保険証利用の申込みをお願いします。
・当該取得方法及び当該申込み方法は裏面をご参照ください。
・マイナンバーカードの取得には概ね1か月以上の時間（目安：2か月程度）を要します
ので、ただちに取得手続きをお願いします。

〇マイナンバーカードの保険証利用の申込みがまだの方へ
・マイナンバーカードの保険証利用の申込みをお願いします。
・当該申込み方法は裏面をご参照ください。

〇健康保険法上、既にマイナ保険証での資格確認が原則となっております（裏面参照）

横浜港湾健康保険組合

対応②（下記参照）



〇マイナンバーカードの保険証利用の申込みがまだの方へ

〇マイナンバーカードの申込みがまだの方へ

横浜港湾健康保険組合

〇健康保険法上、既にマイナ保険証での資格確認が原則です。

（定義）
第三条
１３ この法律において「電子資格確認」とは、保険医療機関等（第六十三条第三項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局をいう。以下同じ。）
から療養を受けようとする者又は第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者から同項に規定する指定訪問看護を受けようとする者が、保険者
に対し、個人番号カード（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成二十五年法律第二十七号）第二条第
七項に規定する個人番号カードをいう。）に記録された利用者証明用電子証明書（電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に
関する法律（平成十四年法律第百五十三号）第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。）を送信する方法その他の厚生労
働省令で定める方法により、被保険者又は被扶養者の資格に係る情報（保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。）の照会を行い、電子情
報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、保険者から回答を受けて当該情報を当該保険医療機関等又は指定訪
問看護事業者に提供し、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から被保険者又は被扶養者であることの確認を受けることをいう。

（療養の給付）
第六十三条 被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。
（略）
３ 第一項の給付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、
電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法（以下「電子資格確認等」という。）により、被保険者であることの確認を受け、同項の給付を受ける
ものとする。
（略）


